






	
		
	
		当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しているページがございます。お使いのブラウザでJavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。ご覧になる際にはブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてください。

		
			
				
					[image: りそなグループ]
					[image: りそなグループ]
				

			

		

	




	
	
		
			
				「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への取り組みについて

				
						取引時確認にご協力ください
	追加の確認にご協力ください
	定期的なお客さま情報の確認について
	在留期間満了に伴うお手続きについて


				
				
					
						
							近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、我が国を含む国際社会は、協調して、それらの防止・撲滅に取り組んでいます。その一環として、金融機関においては関係省庁等と連携し、犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つこと、すなわちマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。

							2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「金融庁ガイドライン」といいます。)を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

							銀行をご利用のお客さまへのお知らせ
(一般社団法人 全国銀行協会)
						

					
					
						取引時確認にご協力ください

						
							りそなグループでは、「犯罪収益移転防止法」に基づくお取引時確認に、金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業等)をさせていただいております。
確認させて頂く事項やお取引時確認が必要な主な取引、提示していただく書類については、「お取引時の確認に関するお願い」をご覧ください。

						

					
					
						追加の確認にご協力ください

						
							お客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、お取引の目的の他、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振込や外国送金等の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きのお時間をいただく、または当日の受付は行わず、各種書類の写しのみをお預かりし、後日に取扱可否をご連絡させていただくことがあります。

						

					
					
						定期的なお客さま情報の確認について(お届け内容確認書)

						
							りそなグループでは、既にお取引のあるお客さまにおかれましても、お取引の内容、状況に応じてお客さまに関する情報やお取引の目的等を、郵送等によりご確認させていただく場合がございます。(2019年8月より開始)
当社から「お届け内容確認書」を受領されたお客さまは、ご案内の記載の「ご回答期限」内に、回答専用ｗebページでご回答いただくか、「お届け内容確認書」にご記入の上、郵送にてご回答いただきますようお願い申し上げます。
ご本人さまの確認が可能な書類のコピー等をご送付いただくようお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

								※複数の支店とお取引がある場合、重複して同様の郵便が届く場合があります。
	※行き違いにより、既にご回答されている場合には、誠に申し訳ございませんがご容赦ください。(回答いただく必要はございません)


						

						
							
								郵送による定期的なお客さま情報の確認について

									りそな銀行
	埼玉りそな銀行
	関西みらい銀行
	みなと銀行


							

						
						
							
								金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きにご協力ください
(金融庁)

								銀行からのお客さま情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください
(一般社団法人 全国銀行協会)

							

						
						
							よくあるご質問

								Q「お届け内容ご確認のお願い」(お届け内容確認書)が郵送で届いたが、本当に銀行から送られたものですか？開く
	
									A銀行からお送りしたものです。
りそなグループの各銀行(りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行)では、このたび、お客さまのお届け内容にご変更がないかについて確認をお願いするため、「お届け内容確認書」をお送りしております。

									【本件に関する郵送先】
〒115-8790　または　〒119-0400
赤羽郵便局郵便私書箱第21号
りそなグループ「お届け内容確認センター」

								
	Qなぜ、改めてお届け内容の確認が必要なのでしょうか。開く
	
									A近年、世界的な要請を踏まえて金融庁から公表された「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまのお取引目的などを改めて確認させていただいております。
このような確認は当社では2019年8月より順次実施しております。
法律上の義務ではございませんが、口座の不正利用や犯罪を未然に防ぎ、引き続きお客さまに安心・安全な金融サービスをご提供していくための重要な取組みですので、何卒本趣旨をご理解いただき、回答にご協力くださいますようお願いいたします。
また、お取引をいただいているお客さまには、今後も一定期間ごとに確認させていただくことがございますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

								
	Q内容に変更がない場合でも「お届け内容確認書」は送りかえすのですか？開く
	
									A以前にお届けいただいた内容より変更がない場合も、ご回答のご協力をお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、「お届け内容確認書」記載のQRコードを読み取りweb回答または、郵送にて返信をお願いします。

								
	Q「お届け内容確認書」は取引店に持参してもいいですか？開く
	
									Aお手数をおかけして申し訳ございませんが、webで回答していただくか、郵送にて返信をお願いいたします。

								
	Q家族や周りの方には届いていません。なぜ自分だけに届いたのでしょうか?開く
	
									Aお取引いただいている皆さまに、一度にお送りすることができませんので、順次送らせていただいております。
今回送付対象となっていないお客さまに対しても今後送付させていただくこともございます。その場合はお手数ですが、ご対応いただきますよう宜しくお願いいたします。

								
	Q他の金融機関からは送られてきていません。なぜ、送られてきたのでしょうか。開く
	
									A他の金融機関の状況は分かりかねますが、金融庁公表の「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく対応として、すべての金融機関に同様の取組みが求められております。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

								
	Q口座を解約しようと思っていますが、「お届け内容確認書」を回答する必要がありますか？開く
	
									A「お届け内容確認書」の回答は不要です。解約されるかどうかまだお決まりでない場合は、大変お手数をおかけしますが、一旦ご回答いただきますようお願いいたします。

								
	Q本人は死亡しているが、「お届け内容確認書」を回答する必要はありますか？開く
	
									A「お届け内容確認書」の回答は不要ですが、別途ご相続の手続きが必要となりますので、お取引店までご連絡ください。

								
	Q回答期限が過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか？開く
	
									A回答期限が過ぎていても、受付しております。大変お手数をおかけしますが、ご回答をお願いいたします。

								
	Q「お届け内容確認書」は今後も定期的に送られてくるのでしょうか？開く
	
									Aお客さまには大変ご負担をおかけしますが、定期的に確認させていただく取組みとしております。発送のタイミングはお取引いただいている内容等により変わることがございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

								
	Q届いた「お届け内容確認書」を紛失(汚損、記入誤り等)しました。どうしたら再入手できますか？開く
	
									A改めてお送りさせていただきますので、大変お手数ですが、コールセンターへご連絡をお願いいたします。

									
										専用ダイヤル 
(受付時間 平日9：00～17：00)

											りそな銀行0120-80-5571
	埼玉りそな銀行0120-80-5572
	関西みらい銀行0120-80-5573
	みなと銀行0120-80-5574


									

								


						
					
					
						在留期間満了に伴うお手続について

						
							日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまは、在留期間満了日までに、在留期間の更新の有無等を お届けいただくお手続としておりますので、お取引店またはお近くの支店にご来店願います。
また、お客さまからお届けいただいていますご住所やメールアドレスの宛先に、「在留期間の満了に ともなうお手続のお願い」のご案内をお送りする場合もございますので、案内に沿ってお手続き願います。
お客さまには、お手数をおかけすることになりますが、ご理解・ご協力をいただきますようお願い致します。
お手続きの詳細は、よくある質問の「在留期間を更新した場合はどうすればよいですか？」をご覧ください。

						

						
							
								規定等一覧

									りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行
	みなと銀行


							

						
						
							
								金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください
(金融庁)

							

						
						
							よくあるご質問

								Q在留期間を更新した場合はどうすればよいですか？開く
	
									A在留期間の満了日までに、お取引店またはお近くの支店にご来店いただき、在留期間の更新の有無等をお届け願います。ご来店時に所定の書類「在留期間満了に関する届出書」をご提出いただきます。

									ご来店時は、以下をお持ち願います。

										「通帳」または「キャッシュカード」
	在留期間更新後の「在留カード」※
												※在留期間を更新し、引き続きお取引をいただける場合のみご提示が必要です。
なお、ご提示いただきました「在留カード」のコピーをとらせていただきますので、ご了承願います。


										


								
	Q在留期間は更新しない場合、また、預金口座を使用しなくなった（帰国する）場合はどうすればよいですか？開く
	
									Aお取引店またはお近くの支店にご来店いただき、お届け願います。

								
	Q在留期間満了したが、銀行に届出をしなかった場合は、どうなるのですか？開く
	
									Aお届けいただけないお客さまにつきましては、預金規定に基づき、ご入金、払戻し等お取引の一部を制限させていただく場合がございますので、在留期間満了日までに何卒、お取引店もしくはお近くの支店へお届願います。

								
	Q「在留期間の満了にともなうお手続のお願い」が郵送で送られてきましたが、本当に銀行から送られたものですか？開く
	
									A銀行から送らせていただいたものです。

									お手数ですが、書類に記載させていただいておりますお手続方法に沿って、在留期間満了日までにご対応をお願い致します。

								
	Q「在留期間の満了にともなうお手続のお願い」がメールアドレス宛てに送られてきましたが、本当に銀行から送られたものですか？開く
	
									A銀行から送らせていただいたものです。

									お手数ですが、メールでご案内させていただいておりますお手続方法に沿って、在留期間満了日までにご対応をお願い致します。

								
	Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」は、必ず提出しなければならないのですか？開く
	
									Aお手数をおかけしますが、在留期間満了日までに、同封されている「在留期間満了に関する届出書」に必要事項を記入のうえ、お取引店もしくはお近くの支店にご提出をお願いします。

									なお、在留期間満了日までにご提出いただけない場合は、預金規定に基づき、期間満了日以降、入金、払戻し等の取引の一部を制限させていただく場合がございます。

									ご理解・ご協力をお願い致します。

								
	Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」は郵送してもいいのですか？開く
	
									Aお手数をおかけして申し訳ございませんが、お取引店もしくはお近くの支店にご提出をお願いいたします。

								
	Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」のどこに記入すればよいですか？開く
	
									Aお名前のほか、太枠欄のご記入をお願い致します。

								
	Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」を提出しなかったら、どうなりますか？開く
	
									Aお手数をおかけして申し訳ございませんが、ご提出をお願い致します。

									ご提出いただけない場合は、在留期間満了日以降、預金規定に基づき、入金、払戻し等の取引の一部を制限させていただく場合がございますので、在留期間満了日までに何卒、ご提出をお願い致します。

								
	Q郵送で同封されている「在留期間満了に関する届出書」の記入ミスをしました。二重線の訂正は可能ですか？開く
	
									A修正箇所がわかるように、二重線で訂正していただければ結構です。

									届出印の押印は不要です。

								
	Q引越して、住所や電話番号が変更になった。どうしたらよいですか？開く
	
									Aお取引店もしくはお近くの支店で、在留期間満了に関するお届出を行う際に、その旨をお伝え願います。

									別途、所定の手続きが必要となります。

								
	Q預金規定には、何が書かれているのですか？開く
	
									A預金規定の第11条「取引の制限等」の第2項に以下の規定がございます。

									この規定に基づいて、本件は行っております。ご理解願います。

									『・預金規定　第11条　取引の制限等の第2項抜粋

									日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当社に届け出た在留期間が超過した場合は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。』
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